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運用報告書（全体版） 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ  
クオリティ１５０インデックス 

 

 
 

第11期（決算日：2026年１月26日） 
 

 

 

 

 
受益者のみなさまへ 

 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。 

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 

信 託 期 間 無期限（2015年11月６日設定） 

運 用 方 針 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマ
ザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
してわが国の金融商品取引所上場株式（上場予
定株式を含みます。）に実質的な投資を行い、
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリ
ティ１５０インデックス（配当込み）に連動する
投資成果をめざして運用を行います。マザー
ファンド受益証券の組入比率は高位を維持する
ことを基本とします。対象インデックスとの連
動を維持するため、先物取引等を利用し株式の
実質投資比率が100％を超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に
属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の総額に占める株式以
外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との
合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則
として信託財産の総額の50％以下とします。 

主要運用対象 

ベ ビ ー
フ ァ ン ド 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０イン
デックスマザーファンド受益証券
を主要投資対象とします。なお、わ
が国の金融商品取引所上場株式（上
場予定株式を含みます。）に直接投
資することがあります。 

マ ザ ー
フ ァ ン ド 

わが国の金融商品取引所上場株式
（上場予定株式を含みます。）を主
要投資対象とします。 

主な組入制限 

ベ ビ ー
フ ァ ン ド 

株式への実質投資割合に制限を設
けません。 
外貨建資産への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以下と
します。 

マ ザ ー
フ ァ ン ド 

株式への投資割合に制限を設けま
せん。 
外貨建資産への投資割合は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。 

分 配 方 針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価
益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分
配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して
委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないことがあります。 
 

   

 

 

 分配金額の決定にあたっては、信託財産の
成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。） 
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

本資料の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ 
クオリティ１５０インデックス 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

（配当込み） 
期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

７期(2022年１月26日) 15,475 0 △ 2.1 322.52 △ 1.8 99.2 0.8 2,086 

８期(2023年１月26日) 15,636 0 1.0 326.36 1.2 98.7 1.3 1,845 

９期(2024年１月26日) 19,933 0 27.5 417.04 27.8 99.5 0.5 2,237 

10期(2025年１月27日) 22,293 0 11.8 467.22 12.0 98.6 1.5 2,618 

11期(2026年１月26日) 27,487 0 23.3 577.35 23.6 99.1 0.9 2,999 
 

（注） ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス（配当込み）とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式

等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ＲＯＥかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー

収益性、③利益安定性の３点に着目し、高ＲＯＥの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。ｉＳＴＯＸＸ

ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス（配当込み）は、三菱ＵＦＪ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウ

ハウとＳＴＯＸＸリミテッド（以下「ＳＴＯＸＸ社」）が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。

2001年６月18日の時価総額を100として、ＳＴＯＸＸ社が算出・公表しています。ＳＴＯＸＸ社は、ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ

クオリティ１５０インデックス（配当込み）及びそれに含まれるデータの発行元です。ＳＴＯＸＸ社は、報告された情報の作成に何ら

関与するものではなく、かつ報告された情報、又はｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス（配当込み）若

しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負

うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限

定されません。ＳＴＯＸＸ社に関係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ 
クオリティ１５０インデックス 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

 騰 落 率 （配当込み） 騰 落 率 

(期  首) 円 ％  ％ ％ ％ 

2025年１月27日 22,293 － 467.22 － 98.6 1.5 

１月末 22,412 0.5 469.69 0.5 97.7 1.5 

２月末 21,503 △ 3.5 450.76 △ 3.5 98.4 1.5 

３月末 21,065 △ 5.5 441.46 △ 5.5 98.4 1.5 

４月末 21,566 △ 3.3 452.13 △ 3.2 97.9 2.1 

５月末 22,532 1.1 472.29 1.1 98.6 1.5 

６月末 23,360 4.8 489.91 4.9 98.5 1.5 

７月末 23,681 6.2 496.71 6.3 98.4 1.6 

８月末 24,274 8.9 509.33 9.0 98.3 1.7 

９月末 24,968 12.0 523.92 12.1 97.4 2.6 

10月末 26,754 20.0 561.74 20.2 98.2 1.8 

11月末 26,777 20.1 562.22 20.3 97.3 1.8 

12月末 26,679 19.7 560.28 19.9 99.1 0.9 

(期  末)       

2026年１月26日 27,487 23.3 577.35 23.6 99.1 0.9 
 

（注） 騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。 
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 運用経過 
第11期：2025年１月28日～2026年１月26日  

当期中の基準価額等の推移について 
 
基準価額等の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金
（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについ
ては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、
各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点に
ご留意ください。 

第 1 1 期首 22,293円 
第 1 1 期末 27,487円 
既払分配金 0円 
騰 落 率 23.3％ 

 

 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基準価額の主な変動要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準価額は期間の初めに比べ23.3％の上昇となりました。 
基準価額の動き 

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（23.6％）を0.3％
下回りました。 

ベンチマークとの差異 

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結
果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。 

上昇要因 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
投資環境について 

 
国内株式市況 
国内株式市況は上昇しました。 

日米関税合意や高市政権への期待等を背
景に国内株式市況は上昇しました。 

 
 
当該投資信託のポートフォリオについて 

 
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリテ
ィ１５０インデックス 
資産のほぼ全額をマザーファンドに投資
したことにより、基準価額はマザーファ
ンドとほぼ同様の推移となりました。 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０イン
デックスマザーファンド 
資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資しました。 
株式ポートフォリオはベンチマークであ
るｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０インデックス（配当込
み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築
しました。 

 

第11期：2025年１月28日～2026年１月26日

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
当該投資信託のベンチマークとの差異について 

 
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０
インデックス 
ベンチマークとのカイ離は△0.3％程度となりまし
た。 
マザーファンド保有以外の要因 
ファンドの管理コスト等による影響は△0.5％程度で
した。 
マザーファンド保有による要因 
マザーファンド保有による影響は0.2％程度でした。 
 
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。 
主なプラス要因        ：その他の要因※によるものです。 
※配当評価差異等が含まれます。 
主なマイナス要因：銘柄選択要因によるものです。 

 
基準価額（ベビーファンド）と 
ベンチマークの対比（騰落率） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
分配金について 

 
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通
りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産
中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 
 
分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み） 
 

項 目  第11期 
2025年１月28日～2026年１月26日 

 当期分配金（対基準価額比率）  －（－％） 

  当期の収益  － 

  当期の収益以外  － 

 翌期繰越分配対象額  17,486 

 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基

準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファ
ンドの収益率とは異なります。 

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨て
で算出しているため合計が当期分配金と一致しな
い場合があります。 

 
 

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。） 
 
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリテ
ィ１５０インデックス 
マザーファンドの組入比率を高位に維持
する方針です。 
 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０イン
デックスマザーファンド 
ベンチマークの動きに連動する投資成果
をめざして運用を行います。 

 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
１万口当たりの費用明細 

 
項目 

 当期  
項目の概要 

 金額（円）  比率（％）  

(ａ)信 託 報 酬  105  0.439  (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数） 

 ( 投 信 会 社 )  (46)  (0.192)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 
 ( 販 売 会 社 )  (46)  (0.192)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 
 ( 受 託 会 社 )  (13)  (0.055)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

(ｂ)売買委託手数料  0  0.001  (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 

 ( 株 式 )  (0)  (0.000)   
 (先物・オプション)  (0)  (0.001)   

(ｃ)そ の 他 費 用  1  0.003  (ｃ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 ( 監 査 費 用 )  (1)  (0.003)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

合  計  106  0.443   

期中の平均基準価額は、23,905円です。   
 
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を

含む）は、追加・解約により受益権口数に変動が
あるため、簡便法により算出した結果です。 

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありま
す。 

（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファン
ドが組み入れている親投資信託が支払った金額の
うち、当ファンドに対応するものを含みます。 

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円
未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除し
て100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。 

2025年１月28日～2026年１月26日

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 
■総経費率 
 
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有
価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じ
た数で除した総経費率（年率）は0.44％です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比

率とは異なります。 
 

（参考情報） 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

○売買及び取引の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド 148,119 343,310 232,794 581,420 

 
 
 

○株式売買比率 (2025年１月28日～2026年１月26日) 

 

項 目 
当 期 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド 

(a) 期中の株式売買金額 4,929,601千円 
(b) 期中の平均組入株式時価総額 3,625,474千円 

(c) 売買高比率（a）／（b） 1.35   
 
（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2025年１月28日～2026年１月26日) 

 

＜ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
株式 2,218 1,579 71.2 2,710 2,156 79.6 

平均保有割合 74.4%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

 

＜ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド＞ 

種     類 買 付 額 

 百万円 
株式 2 

 
 
 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。 

 

○組入資産の明細 (2026年１月26日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド 1,127,727 1,043,052 2,998,984 
 
 
 

○投資信託財産の構成 (2026年１月26日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド 2,998,984 99.7 

コール・ローン等、その他 8,139 0.3 

投資信託財産総額 3,007,123 100.0 
 
 
 

 

 

親投資信託残高 
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年１月26日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 3,007,123,366   

 コール・ローン等 7,291,671   

 ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド(評価額) 2,998,984,706   

 未収入金 846,847   

 未収利息 142   

(B) 負債 7,835,506   

 未払解約金 1,507,921   

 未払信託報酬 6,286,781   

 その他未払費用 40,804   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 2,999,287,860   

 元本 1,091,168,202   

 次期繰越損益金 1,908,119,658   

(D) 受益権総口数 1,091,168,202口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 27,487円 
 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 1,174,549,729円 

期中追加設定元本額 351,311,036円 

期中一部解約元本額 434,692,563円 

また、１口当たり純資産額は、期末2.7487円です。 

 

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 31,874   

 受取利息 31,874   

(B) 有価証券売買損益 540,771,857   

 売買益 625,335,997   

 売買損 △   84,564,140   

(C) 信託報酬等 △   12,168,744   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 528,634,987   

(E) 前期繰越損益金 349,149,046   

(F) 追加信託差損益金 1,030,335,625   

 (配当等相当額) (    780,335,437)  

 (売買損益相当額) (    250,000,188)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,908,119,658   

(H) 収益分配金 0   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 1,908,119,658   

 追加信託差損益金 1,030,335,625   

 (配当等相当額) (    781,362,318)  

 (売買損益相当額) (    248,973,307)  

 分配準備積立金 877,784,033   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

 

②分配金の計算過程 

項 目 
2025年１月28日～ 
2026年１月26日 

費用控除後の配当等収益額 50,158,022円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 478,476,965円 

収益調整金額 1,030,335,625円 

分配準備積立金額 349,149,046円 

当ファンドの分配対象収益額 1,908,119,658円 

１万口当たり収益分配対象額 17,486円 

１万口当たり分配金額 －円 

収益分配金金額 －円 
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱

い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 

（2025年４月１日） 

②2025年４月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。 

誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。 

 

記 

＜誤記載の箇所＞ 

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均

値」（2020年２月末～2025年１月末） 

＜訂正内容＞ 

正：6.7 

誤：6.6 
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